
 

第３回 

高槻市特別職報酬等審議会 

 

資  料 

 

 

 

 

 

令和５年１２月２７日（水） 

 

 



目   次 

 

 

１ 本市特別職の報酬改定の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 高槻市の人口・財政の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

３ 高槻市の特別職の報酬等の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

４ 高槻市の一般職（部長級）の給料改定の状況 ・・・・・・・・・・２ 

５ 消費者物価指数（総合）の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

６ 議員の活動内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 



1 

１ 本市特別職の報酬改定の状況 
 

平成６年１０月に、平均８．０９％の増額改定以降、約２９年間改定なし。 

（審議会の開催もなし） 

市長等:特例条例により、平成２３年から令和５年まで、３回約１２年にわたり、給料

を１０％減額 

議 員:議員定数を削減（平成１１年:４０人⇒３６人、平成２７年:３６人⇒３４人） 

 

 

２ 高槻市の人口・財政の状況 
 

 人口：３４８，０２０人（令和５年４月１日現在） 

   近畿中核市 １０位／１４市  府内中核市 ５位／ ７市  

   府内都市   ５位／３１市  北摂都市  ３位／ ７市 

   

 財政状況（令和４年度普通会計決算より） 

経常収支比率 ９０．７％ 

   近畿中核市   ３位／１４市  府内中核市 ２位／ ７市  

   府内都市   ２位／３１市  北摂都市  １位／ ７市 

   

  市民一人当たり積立金現在高 １１０，４７６円 

   近畿中核市   ２位／１４市  府内中核市 ２位／ ７市  

   府内都市  １０位／３１市  北摂都市  ３位／ ７市 

 

市民一人当たり市債残高 １１９，８６３円 

   近畿中核市   １位／１４市  府内中核市 １位／ ７市  

   府内都市   １位／３１市  北摂都市  １位／ ７市 

 

 

＜参考＞全国中核市における人口、財政状況 
 

人口 歳入総額 歳出総額
経常収支

比率

市民
一人当たり
積立金残高

市民
一人当たり
市債残高

348,020人 146,739,337千円 145,040,626千円 90.7％ 110,476円 119,863円

平均
(本市除く)

363,306人 171,919,587千円 166,211,097千円 92.3％ 74,615円 395,187円

本市と
平均の差

△ 15,286人 △ 25,180,250千円 △ 21,170,471千円 △ 1.6％ 35,861円 △ 275,324円

本市順位 36位／62市 41位／62市 39位／62市 21位／62市 5位／62市 2位／62市

高槻市

全
国
中
核
市
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３ 高槻市の特別職の報酬の状況 
 

議員   ６６０，０００円 

  近畿中核市   ４位／１４市  府内中核市 ２位／ ７市  

 府内都市   ３位／３１市  北摂都市  ２位／ ７市 

 

市長 １，０６５，０００円 

  近畿中核市   ５位／１４市  府内中核市 １位／ ７市  

 府内都市   １位／３１市  北摂都市  １位／ ７市 

 

副市長  ９３５，０００円 

  近畿中核市   ４位／１４市  府内中核市 １位／ ７市  

  府内都市   １位／３１市  北摂都市  １位／ ７市 

 

＜参考＞全国中核市における特別職の報酬の状況 
 

  

議長 副議長 常任委員長等 議員 市長 副市長

750,000円 710,000円 680,000円 660,000円 1,065,000円 935,000円

平均額
(本市除く)

712,500円 650,305円 641,778円 606,419円 1,078,639円 887,673円

本市と
平均額の差

37,500円 59,695円 38,222円 53,581円 △ 13,639円 47,327円

本市順位 15位／62市 9位／62市 4位／9市 8位／62市 35位／62市 10位／62市

高槻市

全
国
中
核
市

 
 

 

４ 高槻市の一般職（部長級）の給料改定の状況 
 

 給料水準 

平成５年度（前回改定時参考値） 100 ％ 

令和５年度 93.59 ％ 

増減率 △ 6.41 ％ 

 

 

５ 消費者物価指数（総合）の状況 
 

 
消費者物価指数 

全国 近畿 大阪市 

平成６年度（前回改定時参考値） 96.0 ％ 96.6 ％ 98.9 ％ 

令和４年度 102.3 ％ 102.0 ％ 101.9 ％ 

増減率 6.6 ％ 5.6 ％ 3.0 ％ 

  ※令和２年度を 100 とした場合の指数。 
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６ 議員の活動内容 
 

（１）議会活動    （ ＜ ＞は令和４年の開催状況 ） 
① 地方自治法に規定されている会議への出席 

・本会議    ＜会期日数８０日、うち会議日数２０日＞ 

・常任委員会  ＜４常任委員会 各５日、計２０日＞ 

・特別委員会  ＜４特別委員会 平均２日、決算審査特別委員会 ５日、計１３日＞ 

   ・議会運営委員会＜２０日＞ 
 

② その他の会議への出席 

   ・議会だより編集委員会＜１０日＞ 

   ・代表者会議  ＜４日＞ 

   ・常任委員会協議会＜４委員会協議会 計１６日、うち協議会単独での開催は２日＞ 

   ・政務活動費運営協議会＜１日＞ 

   ・全員協議会  ＜０日＞ 

   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

   ・大阪府都市ボートレース企業団議会、淀川右岸水防事務組合議会、大阪広域水道企業団議

会、大阪府後期高齢者医療広域連合議会（一部事務組合、広域連合） 

   ・監査委員（行政委員会） 

   ・各種審議会等（市の附属機関等） 
 

③ 議員派遣等 

   ・委員会等の他市への行政視察、姉妹友好都市交流、議員研修会等への派遣 

 

（２）議員活動 
  ・会派会議 

・会派勉強会 

  ・議案や質問に関する調査・研究（議案の精読、議員提出議案の作成・提出、代表質問・一般

質問・質疑の準備等） 

  ・施策研究（市の施策・事業・制度の把握、市政課題の調査・研究） 

  ・議員としての住民対話（請願・陳情対応、市民からの相談対応、地域の課題や要望の聴取、

議会活動の周知・報告等） 

  ・市主催行事への出席 

・各種団体の会議・行事への出席  等 

 


